
名古屋高等裁判所刑事２部(門野博官僚裁判長)の棄却決定は判例違反の違法不当なもの！
12月26日名高裁判所刑事２部の棄却決定は、最高裁が白鳥決定、財田川決定で示した「全ての証拠を総合評価」し 「再審裁判においても刑事裁判の原、

則である『疑わしきは罰せず(被告人の利益に 』を適用する 」という判例を大きく逸脱し、判例違反を侵してい） 。
るので到底許すことはできません。本件決定は 「明らかに死刑判決を庇い、死刑判決をなぞった 」としか思え、 。
ない代物です。
たとえば、毒物に対する判断一つとっても、新証拠が他の毒物の可能性があるという問題(疑問)を提起してい

るのに、この疑問には答えず、自白や状況証拠と併せて検討すると有機燐系毒物であるこ とから請求人が所持
していたとする「ニッカリン・Ｔである可能性がある 」と断じ、新証拠を排斥しています。。
このような手法で、弁護団が数々の新証拠を示して投げかけた死刑判決への疑問には全く答えず、５次、６次

審再審請求審の不当決定、それも裏付けのない裁判官たちの推論までも引用して「死刑判決並びに第５次、第６
次再審の不当決定を墨守 するという訴訟姿勢が貫かれ ことごとく新証拠を排斥しています 言い替えれば 完」 、 。 、「
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全無罪を証明しない限り再審の扉は開かない 」と言わんばかりの内容で、死刑判決、第５次、第６次再審請求審。
の各不当決定の「おさらい」をしたに過ぎません。

審理不十分で、検察に偏った不公平な審理！
また、検察への証拠開示に関しても、あのような決定を出すならば、証拠開示を求めて未提出証拠も含めて総合評価を

すべきですが、検察へは勧告に留まるだけで検察の数々の不正な証拠を追及せずに見逃していることは公正厳正に審理を
尽くしたとは到底言えません。
さらに悪質なのは、死刑判決の数々の矛盾から目を背けて弁護団が提出した新証拠をまず排斥し 「旧有罪証拠を羅列し、

て再審請求を退けるという手法です。その点でも、第７次審の開始決定とは全く逆の姿勢・視点で貫かれた本決定には、
刑訴法第４３５条 再審 は不用だと言わんばかりの国民を見下した 裁判官には誤りはないと言わんばかりの傲慢な 官（ ） 「 『

鈴僚裁判官の体質 」が露骨に浮き彫りとなっており、再審手続における請求人の不利益(人権)を救済するという視点は微』
塵も見られません。再審請求が「無辜の救済」というものであることからすれば、門野裁判長らは、出発点からもともとも木泉名張事件日弁連弁護団長
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とずれた視点で審理に臨んだものと批判せざるを得ません。言い替えれば

҉Ӕ ҷҪ҇ ү ӓ Ң Ӌ全く審理を尽くさないまま不当違法な決定を下したものと批判せざるを得

ὀ ҖӔӓ כֿ Ҍӊ Ӌ Қ ćîăěï÷ず、このような裁判官らの姿勢を厳しく世に問うものです。

514-0033 津市丸之内33ー26城北ﾋﾞﾙ2F裁判官官僚の横暴は許さない！
℡ 059-226-0451 Fax059-223-0957司法(刑事裁判)を国民の手に取り戻そう！




